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1 .  出題 趣旨  

３ 問 と も 刑 事 訴 訟 法 の 原 理 や 構 造 を 踏 ま え つ つ ， 各 自 が 時

間 の 範 囲 内 で 実 務 上 ま た は 原 理 上 重 要 と 思 わ れ る 項 目 を 中 心

に メ リ ハ リ の あ る 法 律 家 を 目 指 す 者 ら し い 「 起 案 」 を す る こ

と を 狙 っ た も の で あ る 。（ １ ）「 捜 索 差 押 許 可 状 の 執 行 に つ い

て 」 で は ， 裁 判 官 が 令 状 審 査 を 経 て 発 付 し た 範 囲 内 で 捜 索 ・

差 押 を 行 う 令 状 主 義 の 意 義 を 前 提 に し て ， 捜 査 機 関 に よ る 現

場 で の 令 状 執 行 に あ た り 注 意 す べ き 点 ， 限 界 な ど を 論 ず る こ

と 。（ ２ ）「 検 察 官 の 権 限 に つ い て 」 で は ， 国 家 訴 追 主 義 ・ 起

訴 独 占 主 義 と 弾 劾 主 義 ・ 当 事 者 主 義 を 踏 ま え て ， 検 察 官 に 期

待 さ れ て い る 役 割 を 捜 査 ， 起 訴 ， 公 判 ， 裁 判 執 行 に つ い て 説

明 す る こ と 。 警 察 と の 関 係 で 検 察 官 独 自 の 捜 査 権 限 な ど に つ

いて 触れ る こと 。（３ ）「 証 言を 確 保 する 各種 の 方法 につ いて 」

は ， 直 接 主 義 ・ 当 事 者 主 義 ・ 公 開 主 義 ・ 公 判 中 心 主 義 に 照 ら

し て ， 公 判 廷 に お け る 証 言 が 事 実 認 定 の 基 礎 と な る べ き で あ

る 。 こ れ を 踏 ま え て ， 証 人 が 公 判 廷 で 円 滑 に 証 言 す る た め の

諸措 置・ 手 続を 整理 する こ と。  

 

2 .  採点 実感  

１０ ０点 の うち 各項 目に 一 定の 点数 を配 分 し ，優 秀，良 好，

一 応 の 水 準 ， 不 良 に 区 分 し て 採 点 し て い る 。 概 ね い ず れ の 項

目 に つ い て も ， 基 本 的 ， 基 礎 的 な 知 識 の 整 理 は で き て い る も

の が 多 い 。 六 法 の 参 照 を 認 め て い る が ， 短 時 間 に 整 理 し て い

る答 案が 多 い点 は評 価で き る。た だ，オ ープ ンな 出 題な ので ，

各 項 目 と も 論 ず べ き 柱 を 各 自 で 決 め て こ れ に つ い て や や 詳 し

く論 ずる 工 夫が 足り ない も のが 多か った 。（ １）であ れば 令 状

提示 手続 の 意義 と限 界や 必 要な 処分 の限 界 など ，（２）で あれ

ば 検 察 官 が 刑 事 政 策 の 要 に あ る こ と を 指 摘 し ， 捜 査 も 勾 留 事

件は 検察 官 が事 実上 指揮 監 督す るこ とな ど，（３ ）で あれ ば 遮

蔽 措 置 ・ ビ デ オ リ ン ク 方 式 や 証 人 特 定 事 項 の 秘 匿 と い っ た 保

護 措 置 の 他 ， 証 人 召 喚 ・ 勾 引 ， 宣 誓 義 務 ， 自 己 負 罪 拒 否 権 な

ど に よ る 証 言 確 保 に つ い て 手 際 よ く 整 理 す る な ど す ぐ れ た も

のが あっ た 。  

 

3 .  学習 方法  

 基 本 書 で ， 刑 事 手 続 の 骨 格 ， 手 続 の 流 れ ， 基 本 概 念 の 理 解

を条 文と 判 例そ して 実務 に そっ て理 解す る こと 。  


